
陳 情 文 書 表 

 

受 理 番 号 第 １ 号 

受理年月日 平成２７年１１月１８日 

件 名 高齢者の消費者被害を防止・救済する実効的な法制度の実現を求める意見

書を政府等に提出することを求める陳情 

陳情者の住所 

及 び 氏 名 

群馬県桐生市相生町３－１２０－６ 

特定非営利活動法人 消費者支援群馬ひまわりの会 理事長 湯木智子 

陳情の要旨 

陳情の趣旨 

桐生市議会が、国会及び政府に対し、高齢者の消費者被害を防止・救済

する実効的な法制度の実現を求める意見書を提出することを採択してい

ただくよう陳情する。 

 

陳情の理由 

１ 高齢化が進行する我が国において、６５歳以上の高齢者の消費生活相

談件数は、平成２５年度では全体の約３割と大きな割合を占め、平成２

０年度から平成２５年度までの増加率は６割強と、高齢者人口増を大き

く上回るペースで増加している。独り暮らしの高齢者などを狙って、突

然の訪問や電話により、判断能力の低下や断りにくい状況につけ入り、

不本意な契約をさせる業者は、後を絶たない。こうした被害に合いやす

い消費者の被害を未然に防止するとともに被害の救済を図ることがで

きる実効的な法制度を実現することが急務である。 

２ 現在、内閣府消費者委員会特定商取引法専門調査会において、特定商

取引に関する法律の改正に関する議論がなされている。その中で、事前

に訪問あるいは電話による勧誘を拒否する意思を表示した者に対し、勧

誘を禁止するような制度を導入すべきか否かが議論されている。 

現行法では、事業者に直接、勧誘を受けたくないという意思を表示し

た場合に再度、勧誘することを禁止しているが、一度事業者と接触して

拒絶することは、難しく、結果として、消費者が、断り切れずに不本意

な契約をしてしまうことが少なくない。 

また、近時の消費者庁の調査によれば、消費者の９６％以上が訪問販

売、電話勧誘を「全く受けたくない」と回答しており、望まない訪問や

電話による勧誘は、消費者の私生活の平穏を害するものであるともいえ

る。 

消費者の私生活の平穏を維持するとともに、不本意な契約を締結して

しまう危険から、高齢者をはじめとする消費者を保護するため、事前拒

否者に対する勧誘禁止制度を速やかに導入すべきである。 

３ また、同様に消費者契約法の改正に関する議論も進められている。そ

の中で、消費者が合理的な判断を行うことができない状況を利用して締

結した契約について、消費者が取り消すことができる制度や、取消行使

期間の延長、無効となる契約条項を明確にすることなどが検討されてい

る。 

 



陳情の要旨 

現行の消費者契約法では、判断能力の不足や執拗な勧誘・粗暴・乱暴

な言動に乗じて契約をさせられても、取り消すことができる規定がな

い。そのため、高齢者社会の中で、被害予防や救済が十分できないおそ

れがある。 

よって、消費者の被害救済が実効的に図られるよう、消費者契約法を

見直すことが必要である。 

４ 以上の理由により、高齢者をはじめとする消費者の安心安全な生活を

確保するため、貴議会に陳情するものである。 
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